
広報おおいそ　平成23年10月19

ゆずります！ゆずってください！

不用品登録情報

○ ゆずってください
ホームベーカリー、ミシン、幼児用ハ
イチェア、折りたたみ式畳ベッド、チャ
イルドシート付自転車、大人用自転車

▶不用品の登録やあっせんの受付
8：30～17：15 （土・日・祝日は除きます）
不用品登録状況はホームページでも
ご覧いただけます。

　　町民課　☎内線237問

会議開催のお知らせ
教育委員会定例会
　10月19日（水）　9時～
　図書館　2階大会議室
　　子ども育成課　☎内線322
農業委員会総会
　10月24日（月）　13時30分～
　国府支所　2階会議室
　　農業委員会　☎内線358

問

問

相談の案内［10月］

20日（木）13時～16時

相　談　名 相　談　内　容　等 と　　　き と　こ　ろ 相談窓口・主管課

人 権 相 談 憲法で保障されている人権への侵害に関する相談

18日（火）
13時～15時30分（予約制）

福祉センター
「さざれ石」

社会福祉協議会
☎（61）9390

平塚保健福祉事務所　☎（32）0 1 3 0

心 配 ごと 相 談 人間関係などの日常生活上のさまざまな悩み、相談

毎週月曜日～金曜日
（ただし、祝日は除きます）
9時～正午/13時～16時30分

大磯町教育研究所　教育相談窓口
（町立小磯幼稚園内）　☎（60）3 6 7 0電 話 教 育 相 談 不登校・いじめ等　電話・来所相談

対象…園児・児童・生徒と保護者

こころの健康相談
心の悩みや病気で困っている方やその家族を対
象に精神科医が相談を受けます。
（引きこもりやアルコール等の相談も含む）

毎週月曜日～金曜日（ただし、祝日は除きます）
8時30分～17時15分

大磯町児童虐待相談ホットライン
（子育て支援室内）　☎（61）6 2 1 0児 童 虐 待 相 談 児童虐待に関する相談

毎週月曜日～金曜日（ただし、祝日は除きます）
8時30分～17時15分

大磯町地域包括支援センター
☎（61）9 9 6 6高齢者介護相談 高齢者の介護に関する相談

毎週水曜日、第1第３土曜日
13時30分～15時（予約制）

障害福祉センター
☎（73）4 5 3 0心 の 保 健 相 談 心の病気に関する悩みを抱えてい

る本人や家族の相談

13日（木）13時～16時行 政 相 談 行政や特殊法人に対する要望や苦情

13日（木）、20日（木）
13時～16時（予約制１回30分以内）

お問い合わせください。
13時30分～15時45分（予約制）

お問い合わせください。
13時30分～15時45分（予約制）

法 律 相 談 相続・離婚・金銭貸借・暴力傷害・債権・債務等、日常生活
の中の法律的な問題

認 知 症 相談
（老人性痴呆疾患）

認知症の治療や対応の仕方について精神科
医が相談を受けます。

消 費 生 活 相 談

物品、サービス等の契約に関するト
ラブル、解約手続き、
商品や訪問販売に関する
苦情等

福祉センター
「さざれ石」
※法律相談の予約は
　毎月１日からです。
（１日が土・日・祝日の場合　
は、翌日または翌々日）

町民課
☎（61）4 1 0 0
内線237

平塚市消費生活センター
☎（21）7 5 3 0　※無料の駐車場はありません。

月～金　9時30分～16時

月～金　9時30分～19時
土日祝　9時30分～16時30分

（ただし、年末年始及び
 施設管理上実施でき
 ない日を除きます。）

（ただし、祝日は除きます）

かながわ中央消費生活センター
☎0 4 5（3 1 1）0 9 9 9

気象情報
8月

最高気温 33.7度　　最低気温 19.6度　　平均気温 26.5度
総雨量 167.5mm
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　浄化槽は、微生物の働きを利用して、汚れた水を浄化しています。
適切な維持管理をしないと、微生物の働きが悪くなり、浄化槽の機能
が低下し悪臭の原因になります。
　設置者には、浄化槽法により保守点検・法定検査・清掃が義務付け
られています。また、浄化槽を廃止した時などは下記へ連絡してくだ
さい。

内　　容 問い合わせ・連絡先
保守点検
浄化槽の廃止

平塚保健福祉事務所
環境衛生課　☎（32）0130　内線242

法定検査 （社）神奈川県保健協会　☎（73）0511
浄化槽の清掃
下水道への切替 環境美化センター　☎（72）4438

◎問い合わせ　環境美化センター　☎（72）4438

10月1日は「浄化槽の日」「浄化槽の日」「浄化槽の日」
浄化槽の保守点検・法定検査・清掃をしていますか？

○ ゆずります
ダイニングテーブルとイスセット、電子
辞書、琴、乗馬運動器具、食器棚、毛糸、
水槽、スキー板、スキーブーツ、エアロ
バイク、子供用机、イス、ベビーカー、
子供服（80㎝）、ベビー布団、子供用自
転車、乳幼児用遊具、ほにゅうびん、ベ
ビーベッド、ひな人形、こいのぼり


